
平成 24 年度 第 6回東区協議会次第 

日時：平成 24年 9 月 21 日（金）午前 10時 00 分～正午 

会場：東区役所 3 階 31、32 会議室 

 

 

1 開会 

 
2 副会長あいさつ 

 
3 議事 

（1）報告事項について 

・平成 25 年度東区役所費の予算要求の概算について       【区振興課】 

   ・（新）地域力向上事業再編方針について            【区振興課】 

・南海トラフの巨大地震による津波高・浸水域等（第二次報告） 

及び被害想定（第一次報告）について             【区振興課】  

 
（2）地域課題について 

・地域防災委員会からの報告 

・交通安全委員会からの報告 

・地域福祉委員会からの報告 

 
4 その他 

（1）その他 

   8 月の電力消費量について                    【区振興課】 

東区内現地調査（視察）の開催について              【区振興課】 

 
（2）10 月の開催予定  

第 7 回：平成 24 年 10 月 12 日（金）午後 1 時 30 分から 

会場 東区役所 3 階 31、32 会議室 

    第 8 回：平成 24 年 10 月 31 日（金）午前 10 時から 

        会場 東区役所 3 階 31、32 会議室 

 
11 月の開催予定 

    第 9 回：平成 24 年 11 月   日（ ）   時  分から 

会場 東区役所 3 階 31、32 会議室 

 
5 閉 会 



 

東区役所

（単位：千円）

25年度当初
要求額Ａ

24年度当初
予算額Ｂ

増減
（Ａ-Ｂ）

東区役所費 216,501 △ 216,501

人件費（附属機関の委員等） 2,674 △ 2,674

区管理運営事業 50,597 △ 50,597

広聴広報活動事業 1,664 △ 1,664

公民館管理運営事業 53,058 △ 53,058

区協議会運営事業 680 △ 680

地域力向上事業 16,700 △ 16,700

行政連絡文書配布事業 44,390 △ 44,390

自治会振興事業 46,738 △ 46,738

天竜公民館ほか４館の維持管理経費

庁舎、公用車の維持管理経費ほか

区協議会に係る事務経費

平成２５年度　東区役所費　予算要求の概要

内  　　　　　  容

・産業医報酬
・区協議会委員報酬

広報はままつの取材、編集に係る経費

・市民提案による住みよい地域づくり助成事業
・地域課題を解決する区企画事業

・自治会集会所整備助成事業
・防犯灯設置維持管理助成事業

行政文書の配布に係る経費
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（新）地域力向上事業再編方針 

 

市民部 市民協働・地域政策課 

 

（１）現状と課題 

市民協働の理念のもと地域課題の解決により地域力を向上し、住みよい地域社会を実現する

ため市民等の提案に基づき実施している地域力向上事業は、「市民提案による住みよい地域づく

り助成事業」、「地域課題を解決する区企画事業」の 2事業に区分し、平成 22 年度から各区にお

いて実施しており、平成 24 年度で終期を迎える。 

現状において、全区で実施している「地域力向上事業」と、合併時の事務事業調整方針にお

いて一市多制度（地域固有事業）として調整され、合併市町村を含む区で実施している「区ま

ちづくり事業」や花火大会などの区大事業など、地域団体等との協働により実施している同種

事業が混在化しており、整理する必要がある。 

また、本庁各課で実施している区固有のソフト事業や補助金等についても、区役所で実施し

ている区まちづくり事業と重複や混在化している事業もあり、整理する必要がある。 

 

（２）対象とする事業の基本的考え方 

① 区民と協働し実施する事業 
② 区の特色を活かす事業 
③ 区民が一体となって参加できる事業 
④ 地域の身近な課題を解決する事業 
※ いずれも継続的に費用が発生する施設の維持管理経費や、後年度の費用が発生する施設整備

事業などのハード系事業は対象外とする。 
 
（３）再編方針 

（新）地域力向上事業を、市民提案に基づく「住みよい区づくり助成事業」と、区民の主体

的な活動を支援する「区民活動振興事業」、区の課題解決のため区で実施する「区課題解決事業」

の 3 種類（いずれも仮称）に事業を区分し、平成 25 年度から実施する。 

現在各区において実施している地域力向上事業（助成事業及び区企画事業）は、20・21 年度

に実施した「がんばる地域応援事業」から継続的に実施している事業など、区の特色となりつ

つある事業を、「区民活動振興事業」へ再編する。また区を代表する特色のある事業は、区の大

事業として再編する。 

「区まちづくり事業」として分類されている各事業は、本方針における検討事項に基づき整

理し、（新）地域力向上事業の各事業へ再編する。区を代表する特色のある事業は、区の大事業

として再編する。 

本庁各課で実施している区固有のソフト事業は、地域力向上事業や区まちづくり事業で実施

している各事業と重複していないことなどを整理した上で、（新）地域力向上事業の各事業へ再
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編する。 

地域の観光協会補助金は、地域力向上事業、区まちづくり事業の中で観光協会等に支出して

いる事業との重複を確認したうえで、区民活動振興事業へ再編する。 

 

 

（４）要綱について 

「地域力向上事業要綱」は 24 年度をもって廃止する。（新）地域力向上事業の市民提案に基

づく「住みよい区づくり助成事業」については、一定の統一ルールを設けた上で、各区で要綱

を制定し、区において補助対象事業を選定の上、事業実施する。 

 

（例） ・歴史街道文化振興事業（市民協働・地域政策課）

・文化財保存・活用ネットワーク化事業（文化財課）

・生涯学習機会提供事業（生涯学習課）

地域の観光協会補助金（観光交流課）

中事業

区役所費

本庁各課→区役所配分予算（区固有のソフト事業）

廃止事業

現行 25年度再編方針
区役所費

大事業 中事業 大事業

地域力向上事業

市民提案による住みよい地域
づくり助成事業

地域課題を解決する区企画事
業

区まちづくり事業

地域文化振興事業

地域活動支援事業

区大事業（花火大会等）

(新)地域力向上事業

区大事業(花火大会・区を代表する
イベント系事業など)

（仮称）区民活動振興事業

（仮称）住みよい区づくり助
成事業

（仮称）区課題解決事業

＜補助率の逓減について＞ 
・ 前年度以前に交付実施した事業が再度又は再々度採択された場合は、補助率を逓減

する（現地域力向上事業で実施している事業も含む）。 
・ 区として真に必要な事業（イベント等は除く）であり、区長が認める事業について

は、全額補助も可能とする（その場合の対象事業、限度額などは検討中）。 
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（５）区まちづくり事業における検討事項 

＜全体における検討事項＞ 

・ 各区を代表する特色のある事業であれば、大事業として予算要求する。 

・ 地域力向上事業として実施している事業や、他の区まちづくり事業として実施している事業

などと統合できる事業は統合して事業実施する。 

・ 地域固有事業は区全体の事業として実施できるか検討し、できないようであれば廃止する。 

＜個別の検討事項＞ 

再編先 

(新)地域力向上事業 事業性質別

による区分 
個別の検討事項の例 

助成

事業 
区民

活動 
課題

解決 

区大

事業 

イベント ・ 地域ごとに実施している同種の事業を区で

統一的に実施するよう検討する。 

・ 負担金等により開催している事業は、実行

委員会の実質的な実施主体により再編先を

検討する。 

○ ○  ○ 

伝統文化 ・ 補助金として支出しているものは、市民提

案型の助成事業に再編する。 

・ そのほかの事業は区民活動振興事業へ再編

する。 

○ ○   

文化地域 PR ・ 地域の観光協会補助金と重複しないよう調

整する。 

・ 各地域で実施しているふるさと大使に関す

る事業は区の事業として統合する。 

○ ○   

スポーツ ・ 地域の体育協会に支出している事業は、ス

ポーツ振興課で実施している事業との整合

性を検討する。 

・ 地域の駅伝大会は、区の事業として統合す

る。 

○ ○   

施設管理 ・ 対象外。施設を所管する本庁各課と調整す

る。 
    

施設整備 ・ 対象外。施設を所管する本庁各課と調整す

る。 
    

地域活動 ・ 原材料支給事業は、区の大事業としてまと

めて実施する。 
○ ○ ○ ○ 

※事業性質別区分について 

イベント 単発のイベント系事業 

伝統文化 地域の伝統文化などを保存・伝承する事業 

文化地域 PR 地域の文化や資源を情報誌等で発信する事業 

スポーツ スポーツ大会などの事業 

施設管理 施設の維持管理事業 

施設整備 施設等の整備事業（単年度） 

地域活動 その他の地域活動事業 
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              平成２４年８月２３日 

危機管理部危機政策課 

内線 ２４５６ 

 南海トラフ巨大地震による津波高(１０ｍメッシュ)、人的・物的被害等 
 

１ 概 要 

  国（内閣府）が８月２９日１５時に記者発表する予定の南海トラフの巨大地震による津波高・浸水域等

及び人的・物的被害想定について、本日（２３日）午前中、関係都府県を対象とした事前説明が行われた

ので、その概要を報告します。 

 

２ 震度分布 

  本県の富士川河口断層帯の北端付近から九州の日向灘南西方向までを想定しうる最大の震源域とし、

様々なパターンで計算を行い、２５０ｍメッシュ単位で震度を推計。それぞれのケースごとに各市町（政

令市は区）の中で最大となる震度が示された（３月３１日と同様です。）。 

最大

震度 数 市 （区） 町 名 

７ ２３ 

静岡市葵区、駿河区、清水区、浜松市中区、東区、西区、南区、北区、浜北区、天竜区、 
島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、袋井市、湖西市、御前崎市、 

菊川市、牧之原市、吉田町、森町 

６強 １８ 

沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、 

伊豆の国市、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町、 

川根本町 

６弱 ２ 東伊豆町、河津町 

※ 長周期地震動の長大構造物に対する影響などは、引き続き検討され、結果がまとまり次第、発表される予定 

 
３ 津波高（１０ｍメッシュ単位） 

  地震を引き起こす震源断層面の中で大きくすべる領域をどこに設けるかにより設定された１１のケース

毎の１０ｍメッシュ単位で計算された津波高が示された。 

各市町（政令市は区）の津波高は、下表のとおりである。     （単位：ｍ） 

南海トラフの巨大地震 

８月２９日発表予定 

(10ｍメッシュ) 
市(区)町名 

３月３１日発表 

(50ｍメッシュ) 

最大値 最大値 平均値 

（参考） 

静岡県第３次地震 

被害想定の津波高 

熱海市   ５．４  ５  ４ ３．１ ～ ３．０ 

伊東市   ７．５ １０  ５ ３．７ ～ ３．０ 

東伊豆町 １１．８ １４  ８ ４．０ ～ ３．０ 
河津町 １１．７ １３ １０ ４．５ ～ ３．０ 
下田市 ２５．３ ３３ １５ ５．６ ～ ２．７ 
南伊豆町 ２５．３ ２６ １５ ５．４ ～ ２．５ 
松崎町 ２０．７ １６ １２ ６．０ ～ ３．１ 
西伊豆町 １３．８ １５  ９ ６．７ ～ ３．２ 
伊豆市 １１．１ １１  ８ ６．２ ～ ２．９ 
沼津市 １３．２ １０  ７ １０．４ ～ ２．４ 
富士市  ６．２  ６  ６ ３．６ ～ ２．６ 

解禁日時        【取扱注意】 

テレビ・ラジオ・電子メディア ：８月29日(水) 17時以降 

新聞    ：８月30日(木) 付朝刊以降 

９



 ２

静岡市清水区 １０．９ １１  ６ ５．０ ～ １．５ 
静岡市駿河区 １０．９ １３  ８ ７．４ ～ ２．４ 
焼津市 １０．１ １１  ６ ５．０ ～ ２．０ 
吉田町  ８．７  ９  ８ ４．0 ～ ２．４ 
牧之原市 １２．３ １４ １１ ７．９ ～ ３．５ 
御前崎市 ２１．０ １９ １３ ８．２ ～ ３．９ 
掛川市 １３．７ １４ １１ ６．７ ～ ４．１ 
袋井市 １１．４ １０ １０ ５．３ ～ ３．６ 
磐田市 １１．８ １２ １０ ５．１ ～ ２．５ 
浜松市南区 １４．８ １６ １４ ５．１ ～ ３．４ 
浜松市西区 １４．３ １４  ４ ５．６ ～ １．５ 
湖西市 １７．７ １６  ６ ５．６ ～ １．７ 

 

＜参考＞ ３月３１日（５０ｍメッシュ）公表時に津波高が話題になった市町の状況     （単位：ｍ） 

市(区)町名 ３月31日 ８月29日 10ｍメッシュ(8/29)の最高津波高の位置 

下田市 ２５．３ ３３ 下田湾外狼煙 (のろし) 崎付近（下田港内は12～15ｍ程度） 
南伊豆町 ２５．３ ２６ 入間富戸ノ浜付近   （弓ヶ浜海水浴場は12～13ｍ程度） 

松崎町 ２０．７ １６ 
雲見地区の南西側の海岸(集落外) 

（松崎海水浴場は13～15ｍ程度） 
沼津市 １３．２ １０ 西浦古宇(こう)の付近      （内浦重須は９ｍ程度） 
静岡市清水区 １０．９ １１ 久能海岸沿いの増(ぞう)付近 （清水港内は３～４ｍ程度） 
御前崎市 ２１．０ １９ 浜岡原子力発電所の周辺 

浜松市南区 １４．８ １６ 中田島砂丘の付近 

 

４ 浸水域（１０ｍメッシュ単位） 

  津波高の推計に用いられた１１のケース毎の浸水域が示された。 

  県内の浸水面積が一番広くなるケースでの各市町の浸水域（浸水深１ｃｍ以上）の面積は、下表のとお

りである。                     （単位：k㎡） 

市(区)町名 

南海トラフ 

巨大地震 

８月29日 

発表予定 

（参考） 

静岡県 

第３次地震

被害想定 

市(区)町名 

南海トラフ 

巨大地震 

８月29日 

発表予定 

（参考） 

静  岡  県 

第３次地震 

被害想定 

熱海市 ０．３ ０．１２ 焼津市 １１．１ ４．０７ 
伊東市 ０．５ ０．１４ 吉田町 ６．０ ０．４８ 
東伊豆町 ０．７ ０．１６ 牧之原市 １０．４ １．５４ 
河津町 ０．７ ０．０６ 御前崎市 ９．７ ３．１０ 
下田市 ４．７ ０．７４ 掛川市 ５．３ ０．８７ 
南伊豆町 ３．２ ０．８８ 袋井市 １．７ ０．２４ 
松崎町 １．８ ０．８４ 磐田市 １４．０ １．４５ 
西伊豆町 ２．５ ０．４３ 浜松市中区 ３．２ 
伊豆市 １．２ ０．４８ 浜松市南区 ２１．７ 
沼津市 ６．２ ２．８９ 浜松市西区 １８．６ 
富士市 ２．６ １．３１ 浜松市北区 ０．６ 

９．５４ 

静岡市清水区 １２．３ ４．０７ 湖西市 ８．０ ４．１９ 
静岡市駿河区 ３．５ ０．２６    計 １５０．５ ３７．８５ 

※第３次想定は、堤防、水門等の施設が機能した場合の数字である。 
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５ 人的・物的被害の概数 

  地震動のパターンと津波のケースにより、東海地方、近畿地方、四国地方、九州地方のそれぞれの地方

が大きく被災するケースの被害想定が示された。 

  なお、それぞれのケースについて、季節・時間帯（冬・深夜、夏・昼、冬・夕）、風速（平均風速、風速

８ｍ／秒）、津波早期避難率の高低の変動による被害の違いが示されている。 

東海地方が大きく被災するケースのうち、本県の被害が最大になるケースの人的被害・物的被害の概数

は、下表のとおりである。 

 

（１）物的被害（全壊数）[冬１８時、風速８m/秒] 

区  分 揺れ 液状化 津波 急傾斜地崩壊 火災 計 

都府県計 627,000棟 115,000棟 
173,000棟  
(157,000棟) 

4,600棟 310,000棟 
1,230,000棟  
(1,214,000棟) 

静 岡 県 208,000棟 4,900棟 
31,100棟  
(30,000棟) 

600棟 75,000棟 
320,100棟  
(319,000棟) 

※ 上段は、堤防・水門の一部が機能しなかった場合 

下段( )内は、堤防・水門が機能した場合   ……（２）についても同様 
 

区分 地震動・液状化 人工造成地 津波 山崖崩れ 火災 計 

第3次想定 
(冬18時・予知なし) 

131,183棟 4,774棟 2,240棟 3,546棟 58,402棟 192,450棟 

※ 物的被害の計は被害要因間の重複を除外した値であり、合算値と合わない。 

※ 第３次想定は、堤防、水門等の施設が機能した場合の数字である。 

 

（２）人的被害（死者数）[冬深夜、風速８m/秒、早期避難率低] 

建物倒壊 
区  分 

 屋内※ 
津波 急傾斜地崩壊 火災 計 

都府県計 82,000人 6,200人 
253,000人  
(230,000人) 

600人 10,000人 
346,000人  
(323,000人) 

静 岡 県 13,000人 1,200人 
100,300人  
(95,000人) 

40人 1,600人 
114,300人  
(109,000人) 

※ 屋内：屋内収容物移動・転倒、屋内落下物 

 
区分 建物倒壊 その他 津波 山崖崩れ 火災 計 

第3次想定 
(冬５時・予知なし) 

4,646人 306人 227人 555人 117人 5,851人 

※ その他：屋内収容物移動・転倒、屋内落下物、ブロック塀・石塀の倒壊、道路上への落石・崩土 

※ 第３次想定は、堤防、水門等の施設が機能した場合の数字である。 

 

６ 対 応 

 ・今後、国が計算に用いた震源モデル、津波波源モデル、地盤データ等の提供を受け、国の計算結果と整

合を図りながら、第４次地震被害想定の策定作業を進めていく。 
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所属長 平成２４年９月１２日   

報 告 
 

 
 

市民部 市民協働・地域政策課
 

 

区協議会の開催日程（９月下旬）について 

このことについて、次のとおり区協議会が開催されますのでお知らせします。 
 

市民部 市民協働・地域政策課 担当：白井 
ＴＥＬ４５７－２２４３（内線２２４３） 

協議会名 回数 日 時 場 所 会議内容（予定） 傍聴定員 問合先

中区協議会 第6回
9月24日（月）

14：00～
浜松市役所

本館2階　21会議室

・（諮問）平成25年度区役所費予算要求の概要
・地域課題について
・その他

6人程度
(先着順）

中区役所
区振興課
TEL:457-2210

東区協議会 第6回
9月21日（金）

10：00～
東区役所

3階　31、32会議室

・（報告）平成25年度区役所費予算要求の概要
・（報告）（新）地域力向上事業再編方針
・地域課題について
・その他

10人程度
(先着順）

東区役所
区振興課
TEL:424-0115

西区協議会 第6回
9月26日（水）

14：00～
西区役所

3階　大会議室

・（諮問）平成25年度区役所費予算要求の概要
・（報告）区版避難行動計画
・その他

5人
（先着順）

西区役所
区振興課
TEL:597-1112

南区協議会 第6回
9月24日（月）

10：00～
南区役所

3階　大会議室

・（諮問）平成25年度区役所費予算要求の概要
・（協議）地域力向上事業
・区版避難行動計画について
・地域課題について
・その他

10人
(先着順)

南区役所
区振興課
TEL:425-1120

北区協議会 第6回
9月21日（金）

15：00～
北区役所

3階　31･32会議室

・（諮問）平成25年度区役所費予算要求の概要
・（答申）浜松市引佐鎮玉生活改善センターの廃止
・地域課題について
・その他

5人
(先着順）

北区役所
区振興課
TEL:523-1168

浜北区協議会 第6回
9月27日（木）

14：00～
浜北区役所

3階　大会議室

・（答申）平成25年度区役所費予算要求の概要
・（報告）区版避難行動計画
・地域力向上事業について
・その他

10人
(先着順)

浜北区役所
区振興課
TEL:585-1141

天竜区協議会 第6回
9月28日（金）

9：30～
水窪山村開発センター

・（答申）平成25年度区役所費予算要求の概要
・地域課題について
・その他

10人程度
(先着順)

天竜区役所
区振興課
TEL:922-0013

区協議会開催日程(9月開催分)


